
 

○博物館の登録に関する規則（昭和32年3月22日教育委員会規則第2号） 

博物館の登録に関する規則 

昭和三十二年三月二十二日 

教育委員会規則第二号 

  

改正 昭和三六年 五月 九日教育委員会規則

第一〇号 

昭和五三年 四月 一日教育委員会規則

第二号 

 

   平成 六年 九月二九日教育委員会規則

第一二号 

   

博物館の登録に関する規則 

（目的） 

第一条 この規則は、博物館法（昭和二十六年法律第二百八十五号。以下「法」という。）第十六条

の規定に基き、博物館の登録に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（博物館登録原簿） 

第二条 法第十条の規定により、千葉県教育委員会（以下「教育委員会」という。）に備える博物館

登録原簿は、別記第一号様式のとおりとする。 

（登録申請） 

第三条 法第十一条第一項に規定する博物館の登録申請は、別記第二号様式によるものとする。 

２ 法第十一条第二項に規定する博物館資料の目録は、別記第三号様式のとおりとする。 

３ 登録申請書には、法第十一条第二項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければな

らない。 

一 学芸員補をおくときは、その種別ごとの氏名を記載した書面 

二 館長、学芸員及び学芸員補の主な履歴を記載した書面 

三 私立博物館にあつては、法人であることを証する書面 

（実地調査等） 

第四条 教育委員会は、法第十二条に規定する登録要件の審査又は法第十四条第一項の規定による登

録の取消にあたり、必要があるときは実地調査を行い、又は学識経験者若しくは専門職員の意見を

徴することができる。 

２ 前項の規定により、職員が実地調査をする場合においては、その身分を示す証票（別記第四号様

式）をけい帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 

（登録通知） 

第五条 法第十二条の規定により、教育委員会が当該登録申請者に通知する博物館登録原簿登録通知

は、別記第五号様式によるものとする。 

（登録事項等変更の届出） 

第六条 法第十三条第一項に規定する登録事項等の変更の届出は、別記第六号様式により、そのつど

行うものとする。 

（廃止の届出） 

第七条 法第十五条第一項に規定する博物館廃止の届出は、別記第七号様式によるものとする。 

（公示） 

第八条 次の各号の一に該当する場合においては、教育委員会は、その旨を千葉県報に公示しなけれ

ばならない。 

一 法第十二条の規定により登録したとき。 

二 法第十四条第一項の規定により登録の取消をしたとき。 

三 法第十五条第二項の規定により登録のまつ消をしたとき。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和三十六年五月九日教育委員会規則第十号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて交付されている



証明書、許可書等は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づいて交付されたものと

みなす。 

３ この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている

申請書等は、この規則による改正後のそれぞれの規則に基づいて提出されたものとみなす。 

４ この規則の施行前にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて調製した用紙は、この規則の

施行後においても、昭和三十六年六月三十日までは使用することができる。 

附 則（昭和五十三年四月一日教育委員会規則第二号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成六年九月二十九日教育委員会規則第十二号） 

この規則は、平成六年十月一日から施行する。 
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